
　　　　　　　

１．津波ハザードマップ
の作成状況

５．左記項目に関する追記や、その他昨夏から
今夏にかけて実施した（する）取組のうち、

特にＰＲしたい事項について自由記載

東日本大震災後に策定：○
東日本大震災前に策定：△
未策定　：×

要請済み：○
要請予定：△
未要請　 ：×

(回答が△の場合）：その予定時期
(回答が×の場合)：その理由　　等

設置済み：○
設置予定：△
設置なし ：×

(回答が△の場合）：その予定時期
(回答が×の場合)：その理由　　等

実施       ：○
実施予定：△
未実施　 ：×

(回答が△の場合）：その予定時期
(回答が×の場合)：その理由　　等

1 銚子市 〇 〇 〇 △ ８月頃実施予定

2 旭市 〇 〇 〇 〇

3 山武市 〇 ○ 〇 △ 海水浴場開設期間中に実施予定
ブルーフラッグ取得海水浴場、JLA認定海水浴場とし
て、来場者が安心安全にご利用いただける環境を整
備しております。

4 九十九里町 〇 〇 〇 △ ７月中に実施予定
利用者が安心して遊泳できる環境を整備しておりま
す。
※JLA認定海水浴場

5 大網白里市 〇 〇 〇 △ 海水浴場開設期間中に実施予定

6 白子町 〇 〇 〇 △ 令和７年10月実施予定

7 長生村 〇 〇 〇 △ 令和7年10月13日(月)

8 一宮町 〇 〇 〇 △ 令和7年9月28日（日）
海水浴場から各避難所への案内看板を設置してい
る。

9 いすみ市 〇 〇 〇 △ 10月下旬に実施予定

10 御宿町 〇 〇 〇 〇

11 勝浦市 〇 〇 〇 〇

12 鴨川市 〇 △ 7月下旬頃実施予定 △ 7月下旬頃実施予定 △ 7月下旬頃実施予定

13 南房総市 〇 〇 〇 △ 秋以降実施予定

14 館山市 〇 〇 〇 〇

「南海トラフ地震臨時情報」発表に伴う安全対策
監視員業務マニュアルに明記し、例年実施している業
務であるが、８月８日１６時４３分、日向灘沖で地震が
発生し同日１７時００分「南海トラフ地震臨時情報（調
査中）」が発表され、さらに１９時１５分に「南海トラフ
地震臨時情報（巨大地震注意）」が発表されたことに
伴い、注意呼びかけが終了となった１５日１７時００分
までの間、一日あたりの回数を増やして監視員（ライ
フセーバー）が実際に「津波フラッグ」を振り、情報伝
達・避難の手順等を周知徹底するとともに、海浜事業
者、関係機関等と連携し、海水浴客をはじめ臨海部
への訪客に常時注意を促した。

15 鋸南町 〇 △ 開設前までに策定予定 △ 開設前までに設置予定 △ １１月上旬に地震・津波を想定した避
難訓練を実施予定

平成28年度より、「安心・安全な鋸南町の海水浴場の
確保に関する条例」を制定し、海水浴場内での危険
行為を定め、利用者の安全確保・マナーアップを図っ
た。また、「海水浴場監視監」を雇用し、利用者に対
し、指導を行っている。

16 富津市 〇 △ ７月中旬予定 △ ７月中旬予定 △ ７月中旬予定

17 千葉市 〇 〇 〇 △ 8月実施予定

〇：17 ○：14
△：3

○：14
△：3

○：4
△：13

集計結果

令和７年における関係市町村の津波対応状況について

市町村

質問項目

２．海水浴場等観光施設における観光客への
地震・津波情報の伝達や避難誘導に係る

マニュアルの策定要請状況

３．海水浴場等観光施設から避難場所への
案内板の設置状況

４．津波を想定した避難訓練の実施状況

（７月１４日現在）


